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１ 国の動向及び日本経済の状況

内閣府が 11 月に公表した月例経済報告によると、「景気は、個人消費などに弱さがみら

れるが、緩やかな回復基調が続いている。」とし、「先行きについては、当面、弱さが残る

ものの、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回

復していくことが期待される。ただし、消費者マインドの低下や海外景気の下振れなど、

我が国の景気を下押しするリスクに留意する必要がある。」とされています。9 月及び 10

月の月例経済報告においては、景気判断は下方修正されていましたが、11 月の報告におい

ては据え置かれています。しかし、個人消費の弱さが懸念される形となっており、依然、

不透明な状況が続いているといえます。

国においては、「経済財政運営と改革の基本方針 2014」の中で、地方財政について「経

済再生の進展を踏まえて、リーマンショック後の危機対応モードから平常モードへの切替

えを進めていく」とされています。

更に、平成 27 年 10 月に予定されていた消費税の 8％から 10％への引上げが平成 29 年 4

月に延期される予定となりました。消費税増税の延期により、歳出の抑制が課題となるた

め、地方財政に関しても厳しい予算配分となることが予想されます。

また、人口の急激な減少、超高齢化という大きな課題への対策として、国は人口減少抑

制や地方の活性化を図る「地方創生」の実現を推進していくこととしています。9月には「ま

ち・ひと・しごと創生本部」が発足、また、11 月には「まち・ひと・しごと創生法案」及

び「地域再生法の一部を改正する法律案」の地方創生関連２法案が可決、成立しました。

地方創生については、「国・都道府県・市町村はまち・ひと・しごとに創生に関する基本

方向等を内容とする総合戦略を策定する（努力義務）」ことになっています。

人口減少問題は長和町にとっても大きな課題となっています。この課題を克服していく

ための施策である「地方創生」については、国等の動向を十分に注視していく必要があり

ます。

２ 長和町の財政状況

町の財政状況について、平成 25 年度普通会計の決算の状況を見ると、歳入(表１)におい

ては、自主財源の構成比が 25.9％、依存財源の構成比が 74.1％となっています。平成 24

年度決算においては、自主財源の構成比が 24.8%、依存財源の構成比が 75.2%でしたので、

自主財源の割合が増加しています。しかし、自主財源が増加した主な要因は、有線放送施
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設改善基金・公共施設整備基金からの繰入金の増加によるもので、町税等については減額

となっているため、町の自主財源の確保は依然として厳しい状況にあるといえます。

また、地方交付税については、歳入に占める割合は、平成 25 年度決算においては 50.8%

となっています。平成 24 年度決算の構成比 51.9%と比較すると 1.1 ポイントの減となって

いますが、依然として歳入の半分以上を地方交付税が占めており、地方交付税への依存度

は引き続き高い状態が続いています。

一方、歳出(表２)においては、義務的経費（人件費・扶助費・公債費）の構成比が 32.2％、

投資的経費が 14.8％、物件費が 15.8％、補助費等 16.5％などとなっています。平成 24 年

度決算と比較すると、義務的経費の占める割合は減少しましたが、町の経常経費の大部分

を占める物件費、補助費等が増加傾向にあります。

また、平成 18 年度から平成 25 年度までの町の財政状況を示す主な指標である経常収支

比率・財政力指数・実質公債費比率の推移は、下のグラフのとおりとなっています。

町の財政の硬直化を表す経常収支比率については、平成 20 年度までは上昇傾向にありま

したが、平成 21 年度からは平成 25 年度にかけては、平成 23 年度で一旦上昇しましたが、

平成 24 年度以降は再び減少に転じました。今後、更なる経常経費の削減等により、経常収

支比率の上昇を抑制する対策が必要となってきています。
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財政力指数については、平成 18 年度から平成 21 年度にかけては上昇または横ばいの状

況となっていましたが、平成 22 年度から下降をはじめ、平成 25 年度においては 0.232 と

なっております。平成 26 年度の財政力指数は 0.231 となっており、平成 24 年度以降はほ

ぼ横ばいの状態が続いています。
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実質公債費比率につきましては、平成25年度決算においては10.5%となっています。年々、

数値は下がってきていますが、長野県内の 77 市町村の中では、高い方から 22 番目に位置

しています。また、県内市町村の平均値 8.5％（町村平均値 8.3％）と比較しても、まだ高

い状況にあります。今後、保育園建設や庁舎建設に係る起債の償還等が始まることから、

年々減少を続けてきた実質公債費比率が上昇に転じることが予想されます。
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このような状況の中で、平成 27 年度は普通交付税の合併算定替による算定の最終年とな

ります。平成 27 年度までは合併前の長和町と和田村が存在するものとみなして普通交付税

が算定されますが、平成 28 年度以降は長和町として普通交付税を算定する一本算定へと算

定方法が変わっていきます。

11 月には「総務省は『合併特例』のおよそ 6 割分を算定方法の中で確保していきたい」

旨の報道がなされたり、一本算定移行後も 5 年間の激変緩和措置はありますが、いずれに

しても現在の水準より普通交付税が減額となることは確実となっていますので、今後の町

の財政運営は厳しい状況となっていくことが予想されます。
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合併算定替による普通交付税の増加額

平成 26 年度の普通交付税の額で比較しますと、合併算定替により算定された普通交付税

額は 27 億 681 万 8 千円ですが、一本算定により算定された普通交付税額は 23 億 4226 万

1 千円となっており、約 3 億 6 千万円もの差があります。この差額については、平成 25・

24 年度は約 4 億円、平成 23 年度・平成 22 年度は約 3 億 8 千万円となっていますので、将

来的には、この差額分が激変緩和期間（平成 28 年度～平成 32 年度）を経て減額されるこ

ととなります。このため、一本算定に伴う普通交付税の減額を視野に入れた財政運営が必

要となります。

自主財源の乏しい当町においては、地方交付税の減額分に対応する方策は、歳出の削減

が主となります。このためには、物件費や補助金・負担金等の経常経費の削減、普通建設

事業の見直しを柱とした財政運営を進めていかなければなりません。

普通建設事業においては、実施計画等に基づいて事業を実施しているところですが、事

業実施に伴う一般財源が非常に厳しい状況にあるため、事業の見直しも含め優先順位の高

いものから実施し、限られた財源を有効に活用していく必要があります。

３ 平成２７年度予算編成の基本方針

長和町は平成 17 年 10 月 1 日の合併発足以来、協働の精神の基、町民の融和や一体感の

醸成に心がけ、各種事業の実施や事業や資本整備等の基礎体力づくりを進めてきました。

この間、合併市町村の特例措置として普通交付税の合併算定替の優遇措置が実施されて

きましたが、この優遇措置がいよいよ平成 27 年度をもって終了します。

更に、町の大型事業である庁舎建設事業、ブランシュたかやまスキー場施設整備事業等

が平成 26 年度から始まったほか、平成 27 年度以降も各種事業が予定されています。

また、消費税率が平成 26 年 4 月から 8％に引き上げられました。当初、予定されていた
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平成 27 年 10 月からの 10％への引き上げは延期されましたが、平成 29 年 4 月からは 10％

となる予定であり、今後の町の財政運営は一層厳しさを増していくものと思われます。

このような状況の中で、合併して 10 年目を迎える節目の年となる平成 27 年度予算編成

に当たりましては、「Nagawa Next VisionⅢ」に掲げられた各種事務事業の実施により「豊

かな自然・歴史・文化を引き継ぎ、輝き続ける長和町の創造」を実現するために、「人が元

気、町も元気」をキーワードに、「元気が出る長和町！！」を目指し、今まで培ってきた基

礎体力を基に、更に町が飛躍することができる予算編成を行います。

また、第 1 次長和町長期総合計画（平成 19 年度～平成 28 年度）の基本構想に掲げられ

ているまちづくりの基本目標である

□自然と共存の誇れるまちづくり

□元気に知恵と工夫で活力にみちたまちづくり

□人と人、心を活かした明るいまちづくり

□住民と行政が一体で創るまちづくり

を推進していくために必要な施策を実施すると共に、「人口減少に歯止めをかける施策」「子

育て支援に関する施策」「地域経済の活性化に関する施策」に重点を置いた予算編成を行い、

「元気が出る町 長和町！！」を目指していきます。

４ 基本的な考え方

１）町長公約の具現化の推進

協働の精神のもとに「Nagawa Next VisionⅢ」で掲げられた 10 の町長公約につい

て、平成 26 年度に実施した事業を検証し、未実施の事業についてはその具現化を推進

すること。

２）財政の健全化に配慮した行財政運営。

行財政運営については、財政の健全化を常に念頭において、町の財政状況を十分認

識し、財政指標等に配意した事務事業を構築する。

特に、平成 28 年度以降は、地方交付税が年々減少していくことが確実であり、これ

に伴い、事務事業に充てることできる一般財源も減少して行くため、なお一層財政の健

全化を意識した中で事務事業を遂行すること。
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３）実施計画掲載事業の予算化

第 1 次長期総合計画に則り、実施計画、過疎地域自立促進計画に掲載された事業の

必要性、緊急性及び公平性を総合的、多角的に判断し、優先順位を明確にし、取捨選択

を行う。

４）優先的に配分する事業

①人口減少に歯止めをかける事業。

②未来が広がる子育て環境を充実させる事業

③観光資源を活用した「にぎわい」のあるまちを創出させる事業

④町内の産業を元気にする事業

⑤生活弱者にやさしいまちづくりを推進する事業

⑥行政サービスの充実と行財政改革を推進させる事業

⑦安心して暮らせる医療体制を充実させる事業

⑧魅力的なまちづくりを推進する事業

⑨児童生徒が安心して学習できる教育環境を整備する事業

５）物品の調達について

①物品調達の一元化（管財係）

物品調達の一元化を促進することにより、経常経費の更なる削減を図る。

基本的には、平成 26 年度と同様に学校及び保育園など特別な消耗品を必要と

する部署以外は、すべての物品管理を管財係で一括管理する。

②障がい者就労施設からの物品等の調達について（福祉係）

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（障害

者優先調達推進法）が平成 25 年 4 月 1 日に施行された。法律の目的は、障がい

のある人が自立した生活を送るためには、就労による経済的な基盤を確立するこ

とが必要であるため、障がい者が就労する施設等の仕事を確保し経営基盤を強化

しようとするものである。

これに伴い、町でも「長和町障がい者就労施設等からの物品調達方針」が定め

られているので、障がい者就労施設等から調達可能な物品購入及び役務提供につ

いては、障がい者就労施設等から優先的に調達するよう努める。

※市町村は、毎年度、障害者就労施設等からの物品調達方針を策定し、当該年度

の終了後、調達の実績を公表することになっている。
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【長和町の状況】

・平成 25 年度調達実績

調達実績金額 355,210 円（調達目標額 185,000 円）

・平成 26 年度調達方針

区 分 種 別 目標額（千円）

物 品 食品・小物雑貨 等 35

役務（サービス） 草刈り・掃除・袋詰等 1,100

合 計 額 1,135

６）収入を意識した事業編成

当町は、町税等の自主財源に乏しい状況が続いているため、国、県からの情報等を

もとに、多様な財源確保を目指し、効果的な財源配分に心がける。

７）結果を見据えた事業編成

事業（予算）計画に当たっては、費用対効果はもとより、将来にわたってより効果

的な結果が得られるよう、事業担当係のみの判断だけでなく、関係部署及び関係機関

と横の連携を密にし、総体的な結果を見据えた事業を計画する。

８）決算を意識した事業編成

平成 25 年度の決算分析に努めるほか、議会・監査委員の指摘事項について検討を行

い予算計上すること。

また、決算時に多額の不用額が生じないよう、平成 25 年度決算において多額な不用

額が生じた場合は、どのような理由で不用額が生じたかを分析し、適正な予算計上とな

るよう経費の精査に努める。

５ 平成２７年度予算編成の具体的方針

①予算の手法

１）基本方針として、各担当課係において平成 26 年度当初予算における一般財源額の

98.0％（2％の削減）を上限とする。

※平成 26 年度当初予算の一般財源の額及び平成 27 年度当初予算における一般財源の予定額に

ついては 14 ページから 26 ページを参考にしてください。
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２）編成方針の内容を充分理解し、これに沿った予算を編成する。

３）町の行財政状況を勘案し、将来像をよく斟酌したうえで、職員一人ひとりがコスト

意識をもって予算編成に臨むこと。

４）事業の目的により複数の課（係）にわたる事業が予想されるので、横の連携を強化

しつつ関係機関でよく協議し事業を構築すること。

５）住民の負託に応えるための最善の努力を念頭に、真に必要な事業の検証、費用対効

果にも十分配慮しながら、優先順位を定め事業を計画すること。

６）平成 25 年度決算審査の審査及び決算議会での指摘事項についての検証を行い、指

摘事項を十分踏まえた予算とすること。

７）予算編成に当たり、その必要性、緊急性及び優先性を十分検討し、余分な経費は計

上せず、過大積算は厳に慎むこと。また、計上された予算についても、なおその節減

に努めること。

８）事務事業全般について、予算成立後は迅速かつ計画的に、また事業内容（特に設計

内容、工事内容、委託内容等）を充分理解、把握しながら執行し、早期竣工に努める

こと。特に、特別な事由がない限り会計年度独立の原則に基づき繰越事業は慎むこと。

（年度末まで施工が必要な事業についても竣工後の手続きがあることから 3 月 31 日

期限ということのないように配慮すること。）

９）工事にあたっては、事前に十分な計画及び設計等により発注することとし、真にや

むを得ない限り工事費の増減が生じないよう細心の注意を払うこと。なお、やむを得

ない理由で増減が当初契約額より 3 割を超える場合は事前に財政係と協議するととも

に理由について起工伺等に必ず記載すること。

②予算の具体策

１）当初予算編成に当たっては、事業量、補助率等を的確に把握し、積算根拠を明確に

するとともに積算誤りや要求漏れがないよう十分注意すること。

※事業の目的・内容・効果について事業概要欄に必ず記載すること。

※町長公約に係る事業については、説明欄に【町長公約】と記載すること。
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２）年度途中の補正は、制度の改正を伴うもの及び災害関連経費等、真にやむを得ない

ものについてのみ行うこととし、一般的な補正は行わないことを大前提とする。

また、当初予算編成後に地区からの要望による事業を補正予算で計上する場合は、

事業の必要性、緊急性等を勘案した中で、年次計画による実施も検討したうえで計上す

ること。

３）業務上、一者随意契約とする場合においては、安易に従来どおり継続することなく、

予算計上前に見積書での確認、積算根拠の検証、他市町村の比較などを必ず行ったう

えで、契約内容、金額について相手方と十分協議し、経費の節減に繋げ、予算に反映

させること。

４）一部事務組合、外郭団体等への負担金、委託料などについては、11 月に行った事務

事業評価の結果等を踏まえ、担当課において査定や問い合わせを行うなど十分協議の

うえ精査し、負担内容を掌握するとともに、算出根拠資料を提出する。特に指定管理

者制度へ移行した施設等の改修等の取り扱いについては、事前に、必ず、管財係や財

政係に合議すること。

５）財産区からの繰入金を伴う事業については、財産区と実施事業内容及び負担割合等

について十分協議してから予算要求すること。

また、年度途中で繰入金に係る事業に大きな変更や、新規に繰入金を必要とする事

業が生じる場合は、事前に財産区と協議すること。

６）上田地域定住自立圏構想に係る予算について、計上漏れがないよう留意すること。

③特別会計

特別会計においては、一般会計に準じて見積もり、予算計上すること。

特に、一般会計が非常に厳しい財政環境であることを踏まえ、一般会計からの経費

負担区分の適正な運用に努め、事業収入の増加、経営の合理化、徹底した経費の節減

を積極的に取り組み、独立採算を基本に負担金、使用料等のあり方も含め、健全経営

に努めること。

また、一般会計からの繰入金については、積算根拠を必ず示すこと。



－10 －

６ 平成２７年度予算編成の留意点

①歳入に関する事項

１）町税については、国の税制度改正の動向を踏まえ、できる限り確実な年間収入見込

額を計上し、更に徴収率の目標設定を行い、目標達成のためにまい進するとともに、

より確実な方策を構築すること。

更に、公平で公正な税を確保するためにも町税の滞納整理の強化に努め、収納額（収

納率）の向上を図ること。

２）使用料・手数料については、社会経済情勢に留意しながら料率の見直しを検討する

とともに、その適正化に努めること。また、町税同様、収納額の向上に最善を尽くす

こと。

３）事業ごとの補助制度を熟知するとともに、国、県の施策の動向を常に注視しながら、

可能な限りの財源の確保に努めるとともに確実な額を計上する。

４）諸収入については、前年度実績、決算等を踏まえ見込額を計上する。

５）町債については、国の地方債計画・許可方針及び充当率を充分検討し、的確な見込

額を計上する。

６）過大見積りを避け、不良財源を計上しないこと。

７）自主財源を捻出するため、各種アイデアによる新たな財源の創出をお願いしたい。

②歳出に関する事項

１）旅費については、26年度同様の措置（国内日当及び食卓料の凍結）により予算計上

を行う。

また、委員会等視察研修旅費については目的を明確にすることはもとより、必要最

小限の経費を計上すること。慣例のみで行われているものについては廃止する。

２）食糧費については、情報公開制度も踏まえ必要性の有無を再認識しながら、会議等

の時間に配慮し、対前年マイナスとなるよう節減を図る。なお、竣工式、イベント等

を予定する場合は各課において別途積算し、必要最小限で計上する。
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３）加除書籍・図書購入については必要最小限となるよう、加除書籍については打ち切

り、図書購入については隔年購入などを図ること。

４）電話使用料等について、電子メール等を有効に活用し節減を図る。また、私用電話

は厳に慎むこと。

５）委託料については、外部委託先や見積先からの一方的な算出によらないよう、自ら

内容及び金額を査定のうえ計上すること。また、内部で積算可能なものは、土木積算

システムなど既存システムやパソコンを有効に活用し、経費削減に努める。

６）一般使用料、原材料、備品等については、特定なものを除き対前年マイナスとなる

よう引き続き節減を図ること。特にコピー使用については、枚数加算であることを再

認識し、枚数の多いものは印刷機の使用を優先させ、カラーコピーについても白黒コ

ピーに比べ単価が非常に高いため、色数が少ないものについては手塗りあるいは２色

刷りとするほか、私用のものや無駄な控えは絶対に取らないなど、職員全員で節約実

行に努める。

７）町単独補助金については、対象機関の活動内容や決算書など根拠となる資料により、

補助金支出の適否、補助金額が適正かどうか確認するとともに、対象機関に町の厳し

い財政状況を説明し、その縮減を目指すこと。

７ 予算編成方法

平成 27 年度予算の編成方法は、前年度に引き続き、企画財政課による事前審査を実施

します。

８ 予算編成の主な日程（予定）について （一般会計・特別会計とも）

（1）要求する事務事業等の各課係段階の整理

■財務会計システム当初予算要求書の提出

提出期限：平成２７年 １月 ９日（金）午後５時 [期限厳守]
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◇財務会計システムへの予算入力は、平成２６年１２月１６日（火）以降可能です。

◇提出期限までに「財務会計システムに入力」することにより、提出されたものとします。

◇平成２７年１月１０日（土）以降は入力できなくなります。その他の資料の提出は予算

査定の際に提出してください。

◇予算要求にあたっては、積算根拠を必ず明記してください。

◇新規事業がある場合は、事業の規模・必要性・効果等について予算要求書の「事業概要」

欄に記載してください。

◇町長公約に係る事業については、積算基礎欄に【町長公約】と記載してください。

◇平成 25 年度から予算書の説明欄を、分かりやすい予算書という観点から、従前の「節

の説明」という表記内容から「事業単位の説明」という表記内容に変更しています。表

記内容が事業中心になっているため、各事業に計上する予算について、内容及び表記に

ついて十分検討していただき予算計上をお願いいたします。

（2）企画財政課ヒアリング（査定及び調整）

別途通知 ＜予定：平成 27 年 1 月 19 日（月）～26 日（月）＞

（3）まとめ ＜予定：平成 27 年 1 月 30 日（金）まで＞

（4）理事者最終調整予定 平成 27 年 2 月 3 日（火）～2 月 4 日（水）

（5）電算システム最終調整入力予定 平成 27 年 2 月 9 日（月）

（6）予算書印刷製本 平成 27 年 2 月 12 日（木）～20 日（金）

（7）予算議案提出予定 平成 27 年 2 月 23 日（月）
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[表１] ■普通会計決算 歳入財源別

決算額 構成比 決算額 構成比

1,516,337 25.9% 1,431,317 24.8% 85,020

724,150 12.3% 734,092 12.7% △ 9,942

46,389 0.8% 48,417 0.8% △ 2,028

218,055 3.7% 227,410 3.9% △ 9,355

38,227 0.7% 26,127 0.5% 12,100

239,365 4.1% 91,684 1.6% 147,681

114,682 2.0% 154,075 2.7% △ 39,393

135,469 2.3% 149,512 2.6% △ 14,043

4,362,866 74.1% 4,339,055 75.2% 23,811

70,282 1.2% 73,752 1.3% △ 3,470

1,156 0.0% 1,391 0.0% △ 235

1,700 0.0% 922 0.0% 778

2,878 0.0% 211 0.0% 2,667

61,306 1.0% 61,833 1.1% △ 527

19,747 0.4% 19,579 0.3% 168

1,001 0.0% 1,189 0.0% △ 188

2,984,645 50.8% 2,987,517 51.9% △ 2,872

1,398 0.0% 1,399 0.0% △ 1

240,694 4.1% 146,088 2.5% 94,606

319,945 5.4% 291,482 5.1% 28,463

1,170 0.0% 1,633 0.0% △ 463

656,944 11.2% 752,059 13.0% △ 95,115

5,879,203 100.0% 5,770,372 100.0% 108,831計

地方交付税

交通安全交付金

国庫支出金

県支出金

寄付金

地方債

利子割交付金

配当割交付金

株式譲渡所得交付金

地方消費税交付金

自動車取得税交付金

地方特例交付金

諸収入

依 存 財 源

地方譲与税

使用料・手数料

財産収入

繰入金

繰越金

備考

自 主 財 源

24年度
比較増減

町税

分担金及び負担金

項 目
25年度

[表２] ■普通会計決算 歳出性質別

決算額 構成比 決算額 構成比

1,760,609 32.2% 1,874,257 33.7% △ 113,648

761,255 13.9% 805,224 14.5% △ 43,969

327,443 6.0% 340,872 6.1% △ 13,429

671,911 12.3% 728,161 13.1% △ 56,250

812,453 14.8% 667,610 12.0% 144,843

808,008 14.7% 667,610 12.0% 140,398

4,445 0.1% 0 0.0% 4,445

867,188 15.8% 843,754 15.2% 23,434

61,662 1.1% 42,467 0.8% 19,195

904,883 16.5% 878,743 15.8% 26,140

688,978 12.6% 699,677 12.6% △ 10,699

323,630 5.9% 489,182 8.8% △ 165,552

60,000 1.1% 60,000 1.1% 0

5,479,403 100.0% 5,555,690 100.0% △ 76,287

投資及び出資金

計

災害復旧事業費

物件費

維持補修費

補助費等

繰出金

積立金

義 務 的 経 費

人件費

扶助費

公債費

投 資 的 経 費

普通建設事業費

項 目
25年度 24年度

比較増減 備考

単位：千円

単位：千円
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■平成２７年度当初予算 一般財源予定額（一般会計） ※人件費は前年度と同額
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【その他資料】

■普通会計決算諸数値

歳入歳出差引

標準財政規模

基金残高 5,167,002 4,945,725 221,277

79.5% 80.4% △ 0.9%

起債残高 6,324,887 6,277,586 47,301

経常収支比率

臨時財政対策債発行可能額 208,844 214,959 △ 6,115

財政力指数 0.23 0.23 0.00

標準税収入額等 883,990 881,242 2,748

3,793,776 3,809,028 △ 15,252

基準財政収入額 697,714 696,176 1,538

基準財政需要額 3,398,656 3,409,003 △ 10,347

実質収支 301,308 202,758 98,550

実質単年度収支 260,377 136,676 123,701

399,800 214,682 185,118

翌年度へ繰り越すべき財源 98,492 11,924 86,568

項 目 25年度 24年度 比較増減

■健全化判断比率

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

― （△6.65％） ― （△5.32％） ― （△1.33）

9.2% 13.0

10.5% 12.5% △ 2.0

― （△0.48）

22.2%

― （△8.38％） ― （△7.90％）

比較増減項 目 25年度 24年度
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■起債残高 （単位：千円）

会 計 25年度 24年度 比 較

普通会計 6,324,887 6,277,586 47,301

水道特別会計 1,834,464 1,824,728 9,736

特環下水道特別会計 3,572,928 3,728,443 △ 155,515

簡易排水特別会計 24,443 25,867 △ 1,424

（特別会計） 小計 5,431,835 5,579,038 △ 147,203

合計 11,756,722 11,856,624 △ 99,902

<一人当たり残高> 6,721人 6,849人 （単位：円）

会 計 25年度 24年度 比 較

普通会計 941,063 916,569 24,494

簡易水道 272,945 266,422 6,523

特環下水道 531,606 544,377 △ 12,771

簡易排水 3,636 3,776 △ 140

（特別会計） 小計 808,187 814,575 △ 6,388

合計 1,749,250 1,731,144 18,106

■他会計繰出金等 （単位：円）

会 計 25年度 24年度 比 較

水道 117,692 135,500 △ 17,808

特環 216,402 203,057 13,345

簡排 4,279 6,629 △ 2,350

国保 59,763 62,472 △ 2,709

後期高齢者 23,543 23,788 △ 245

介護 138,109 132,857 5,252

計 559,788 564,303 △ 4,515

■負担金（広域連合及び一部事務組合） （単位：円）

会 計 25年度 24年度 比 較

上田地域広域連合 172,040 169,873 2,167

上田市長和町中学校組合 43,788 43,077 711

地方税滞納整理機構 326 490 △ 164

公務災害 146 146 0

後期高齢者医療広域連合 84,827 89,965 △ 5,138

老人保健施設 32,643 32,516 127

依田窪病院 278,354 259,818 18,536

計 612,124 595,885 16,239
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■基金の状況 （単位：千円）
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広報ながわ 25.12 月号


